
住居手当の運用方針について 

 

                     制  定  昭49.３.30  職   1035 

      最近改正  令４.３.31  人事給 66 

 

条例第11条の３関係 

 １ 第１項第１号の「家賃を支払っている職員」には、扶養親族（条例第10条に規定す

る扶養親族で条例第11条第１項の規定による届出がされている者又は所得税法（昭和4

0年法律第33号）において扶養控除若しくは配偶者控除の規定の適用を受ける扶養親族

若しくは配偶者に限る。）が家賃を支払っている職員を含むものとする。同項第２号

においても同様とする。 

 ２ 第１項第１号の「住宅」は、職員の生活の本拠になっているものに限るものとし、

同項第２号の「配偶者が居住するための住宅」は、配偶者が居住している住宅であっ

て、配偶者の生活の本拠になっているものとする。 

 ３ 住宅に居住を開始した日は、原則として、住民票の異動年月日による。ただし、他

の証明（住宅の管理人の鍵の引渡証明等）があるときは、その証明による居住開始年

月日によることができる。 

規則第２条関係 

 １ 第１項の「扶養親族」とは、条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第１項の

規定による届出がされている者又は所得税法において扶養控除若しくは配偶者控除

の規定の適用を受ける扶養親族若しくは配偶者（以下規則第２条関係において同じ。）

をいう。なお、扶養親族であるかどうかの確認は、扶養親族（異動）届及び給与所得

者の扶養控除等（異動）申告書により行なうものとする。ただし、教育委員会所管の

学校（幼稚園を含む。）の職員（以下「教職員」という。）に係る届及び申告書につ

いては、総務局長と協議のうえ、教育長が定める。なお、教職員へ対する教職員人事・

給与システムを使用する場合で、届出に関する事項が教職員以外の職員の様式の内容

と同様である場合は、協議を省略できるものとする。 

 ２ 扶養親族となった時期は、当該扶養親族について、扶養手当の受給要件が生じるに

至った日（扶養手当の受給要件が生じるに至った日から15日を経過した後に扶養親族

（異動）届による届出があったときは、当該届出の日）又は給与所得者の扶養控除等

（異動）申告書の提出のあった日とする。 

 ３ 第３項の「満18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子が居住するた

めの住宅」は、当該子が居住している住宅であって、当該子の生活の本拠となってい

るものに限るものとする。 

  ４ 異動又は公署の移転（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年大阪



市条例第62号）の適用を受ける職員であった者から人事交流等により引き続き条例の

適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用。以下この項において同じ。）の

直前に同居していた満18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子（以下

「異動等の直前に同居していた子」という。）が、職員の扶養親族の借り受けた住宅

に居住し、当該職員が当該住宅の家賃を支払っている場合は、規則第２条第３項に規

定する職員とみなす。 

 ５ 前項に定める場合を除き、異動等の直前に同居していた子が住宅を借り受けた者と

その住宅を借受けに係る住宅を共同して使用している職員は、家賃の全部又は一部を

事実上負担している場合においても、規則第２条第３項に規定する職員たる要件を具

備している職員には該当しないものとする。 

 ６ 規則第２条第３項に規定する「これに準ずると総務局長が定めるもの」とは、異動

等の直前に同居していた子が居住する住宅のうち、次に掲げる住宅で、学生寮等異動

等の直前に同居していた子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らか

に認められる住宅以外のものとする。ただし、異動等の直前に同居していた子が２人

以上ある場合において、そのうちのいずれかの子が異動又は在勤する公署の移転の直

前の住居であった住宅に居住しているときは、この限りでない。 

(1) 異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅から異動等の直前に同居

していた子が転居した場合における転居後の住宅（さらに転居した場合における転

居後の住宅を含む。） 

(2) 単身赴任手当支給規則（平成７年大阪市規則第112号）第６条第３号に規定する別

居直後の配偶者等の住居である住宅 

(3) その他前２号に相当すると認められる住宅 

規則第３条関係 

 １ 第２号の「その他総務局長が定める者」とは、特別職の職員の給与に関する条例（昭

和26年大阪市条例第９号）の適用を受ける者とする。 

 ２ 「同一住宅に居住」とは、生活の本拠となっている住宅における同居をいう。 

 ３ 派遣、公務上傷病等により住居手当の支給を受けることができない職員及び企業職

員等に対する本条の規定の適用については、当該住居手当の支給を受けていない期間

は、住居手当の支給を受けているものとみなす。 

規則第６条関係 

 １ 第３項の規程により、自己の居住部分に係る家賃に相当する額を算定する場合は、

自己の居住部分と転貸部分に按分比例するものとする。この場合、共用部分は自己の

居住部分に含めるものとする。 

 ２ 住宅の借受け契約が共同名儀である場合の名儀人各人の支払っている家賃の額は、

契約に係る家賃の額を等分した額とする。ただし、契約書に名儀人各人の家賃の額が



明示されている場合は、当該明示額とする。 

 ３ 家賃の額が改定された場合で、当該改定の日付が明らかでないときは、月の初日に

改定されたものとする。 

 ４ 居住開始時に日割等により家賃の額を支払っているときは、当該日割等をしない場

合の家賃の額を手当額算定の基礎とする。 

規則第７条関係 

 １ 住居届の様式は第１号様式及び第２号様式のとおりとする。 

 ２ 家賃の額が改定された場合は、住居届に家賃額変更通知書等の写しのみ添付するこ

ととする。 

３ 契約書に記載されている家賃の額と、実際に支払っている家賃の額が異なる場合は、

実際に支払っている家賃の額を住居届の「家賃等」欄に記入するものとする。 

 ４ 市町村合併等により、住所表示の変更があった場合は、第１項第２号に該当するも

のとする。 

 ５ 家賃額の改定等居住の実情等の一部に変更がある場合の届出については、変更内容

に関係のない事項（局部担当名、事業所名、所属コード、職員番号及び氏名を除く。）

の記入を省略することができる。 

 ６ 第２項に掲げる書類の添付については、総務局長（教職員にあっては、教育長。規

則第10条関係、規則第12条関係において同じ。）がやむを得ない事情があると認める

ときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。 

規則第８条関係 

   住居届の「住宅の種類」欄中「借間」にレ印を付した者の届出に係る事実の確認に

あたっては、「家賃等」欄に記入された額に、電気、ガス若しくは水道の料金又は食

費が含まれているかどうか、特に留意しなければならない。 

規則第９条関係 

 １ 住居手当は、本条に規定する場合のほか、職員が次の各号に掲げる場合に該当する

ときは、その期間中支給されない。 

(1) 地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という｡）第28条第２項第１号

の規定による休職の期間が満１年をこえた場合 

(2) 法第29条の規定に基づき停職にされた場合 

(3) 法第55条の２第１項ただし書に規定する許可を受けた場合 

規則第10条関係 

１ 第１項の「条例第11条の３第１項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、次

のそれぞれの職員の区分に応じて、当該各号に掲げる要件を満たした最初の日をいう。 

(1) 条例第11条の３第１項第１号の職員 

ア 借り受けた住宅に居住すること 



イ 職員又は職員の扶養親族が月額10,000円を超える家賃を支払うこと 

 (2) 条例第11条の３第１項第２号の職員 

ア 配偶者が居住するための住宅を借り受けること又は満18歳に達する日以後の

最初の３月31日までにある子が居住するための住宅（規則第３条第４項に規定す

る住宅に限る。）を借り受けること 

イ 職員又は職員の扶養親族が月額10,000円を超える家賃を支払うこと 

 ２ 第１項ただし書（第２項において準用する場合を含む。以下同じ。）の「届出を受

理した日」とは、職員が行った届出に係る書類等（情報システムによる届出を含む。

以下同じ。）を総務局長が受け付けた日（届出に係る書類等が２以上ある場合は、こ

れらを受け付けた日のうち最も早い日）とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、前項に規定する日の翌日から起算して30日を経過するま

での間に総務局長が書類等に不備があると認めることにより当該届出が完了しない

場合は、書類等を受け付けた日のうち最も遅い日を届出を受理した日とする。 

４ 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が規則第７条第１

項又は同条第３項の規定による届出を行うことができないと所属長からの申出によ

り総務局長が認める期間は、第１項ただし書の「15日」の期間に含まれないものとす

る。 

規則第12条関係 

総務局長は、確認の結果、規則及びこの運用方針の規定にてらし、住居手当の支給額

が不適正であり、住居手当の支給を停止し、又は支給額を減額する必要があると認める

ときは、当該住居手当の月額が決定された時点（住居手当の支給額が不適正となった時

点で証明があったときは、その時点）にさかのぼって、支給を停止し、又は支給額を減

額して改定しなければならない。 

 

 

附 則 

１ この運用方針は通知の日から施行し、昭和48年４月１日から適用する。 

２ 住居手当支給規則の運用方針について（昭和46年４月16日総務第66号）は、昭和48年

３月31日限り廃止する。 

３ 平成30年４月１日から平成33年３月31日までの間は、条例第11条の３関係第１項及び

規則第２条関係第１項中「条例第11条第１項」とあるのは、「職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例（平成30年条例第17号）附則第２項から第４項までの規定に

より読み替えられた条例第11条第１項」とする。 

附 則 

１ この運用方針は平成 24年８月１日から施行する。 



２ 改正規則附則第２項の適用を受ける職員については、改正前の住居手当の運用方針について

の規則第５条関係、規則第７条関係第４項、第５項及び第６項及び別表については、平成

25年３月 31日までの間は、なおその効力を有する。 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の住居手当の運用方

針についての住居届（次項において「旧住居届」という。）により使用されている書類

は、この規程による改正後の住居手当の運用方針についての住居届によるものとみなす。 

３ この規程の施行の際現にある旧住居届による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和２年１月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の住居手当の運用方

針についての様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、

この規程による改正後の住居手当の運用方針についての様式によるものとみなす。 

３ この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

   附 則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日前に支給すべき事由が生じた手当の支給に係る届出を受理した

日の取扱いについては、なお従前の例による。 

   附 則 

この規程は、令和３年６月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 


